
タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation
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自動車税（種別割）納付のお知らせ

　５月に届く自動車税 ( 種別割 ) の納税通知書に記載の納付期限までに納付し
てください。減免制度（心身障がい者減免等）やその他ご不明な点は、お気
軽にお問い合わせください。
■納付期限　５月 31日㈮
■問合せ　栃木県大田原県税事務所　収税課　☎０２８７-２３-４１７１

▼
対　
象

 

・
障
が
い
の
あ
る
方
が
所
有
し
運
転
す
る
車

 

・
障
が
い
の
あ
る
方
と
生
計
を
共
に
し

て
い
る
人
が
所
有
す
る
車
な
ど

※
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
車
は

障
が
い
の
あ
る
方
１
人
に
つ
い
て
１
台

で
、
普
通
自
動
車
等
の
自
動
車
税
と
の

重
複
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

そ
の
他
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合

に
、
申
請
に
よ
り
、
軽
自
動
車
税
が
減

免
さ
れ
ま
す
。

▼
持
ち
物

 

・
身
体
障
害
者
手
帳

 

・
療
育
手
帳
（
A
、
A
１
、
A
２
の
み
）

 

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級

　

の
み
）

 

・
戦
傷
病
者
手
帳

 

・
車
検
証

 

・
運
転
免
許
証
（
対
象
車
輌
を
運
転
す

　
る
人
の
も
の
）

 

・
納
税
通
知
書

▼
期　
限　
５
月
24
日
㈮

▼
納
税
通
知
書
の
発
付
日

　
今
年
度
の
軽
自
動
車
税
種
別
割
納
税

通
知
書
の
発
付
日
は
５
月
10
日
で
す
。

納
税
通
知
書
が
届
い
て
か
ら
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
合
せ　
税
務
課
庶
務
諸
税
係

　
☎
72‐

６
９
３
６

　
令
和
６
年
度
所
得
証
明
書
（
令
和
５
年

分
）
と
令
和
６
年
度
住
民
税
決
定
証
明
書

の
役
場
本
庁
税
務
課
と
各
支
所
窓
口
で
の

発
行
開
始
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
住
民
税
を
給
料
か
ら
特
別
徴
収
で
納

め
て
い
る
方

　
５
月
15
日
㈬
午
前
８
時
30
分
か
ら

▼
住
民
税
を
普
通
徴
収
ま
た
は
年
金
か

　
ら
特
別
徴
収
で
納
め
て
い
る
方

　
６
月
13
日
㈭
午
前
８
時
30
分
か
ら

▼
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
発
行

 

・
発
行
開
始
日
は
、
本
庁
税
務
課
窓
口

　
発
行
日
の
翌
日
午
前
６
時
30
分
か
ら

　
で
す
。

 

・
証
明
書
発
行
の
申
請
に
は
、
マ
イ
ナ

　
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

 

・
証
明
書
の
発
行
手
数
料
は
５
月
16
日

　
㈭
か
ら
３
０
０
円
か
ら
２
０
０
円
に

　
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

▼
問
合
せ　
税
務
課
庶
務
諸
税
係

　
☎
72‐

６
９
３
６

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
と
登
録
要

否
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
参
加
に
は

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

▼
内　
容

①
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

　
消
費
税
の
基
本
的
な
仕
組
み
、
イ
ン

　
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
、
イ
ン
ボ
イ
ス

　
制
度
に
関
す
る
税
制
改
正
事
項
の
説
明

②
登
録
要
否
相
談
会

　
登
録
の
考
え
方
や
必
要
な
情
報
等
の

　
案
内

▼
日　
程　
６
月
12
日
㈬

▼
時　
間　
①
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

　
午
前
10
時
か
ら
11
時
（
定
員
20
名
）

②
登
録
要
否
相
談
会　
午
前
11
時
か
ら

　
正
午

▼
会　
場　
大
田
原
税
務
署　
別
館
２

階
会
議
室

▼
締
切
り　
６
月
11
日
㈫
ま
で
に
電
話

予
約

※

定
員
に
達
し
た
場
合
に
は
、
参
加
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署
個
人
課
税

第
一
部
門

　
☎
０
２
８
７‐

22‐

３
１
１
８

５月は自動車税の納付の月です。

令
和
６
年
度
所
得
証
明
書(

令
和
５
年
分)

と

　
　
　
　
　
　
　
　
住
民
税
決
定
証
明
書
の
発
行
を
開
始
し
ま
す

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会・登
録
要
否
相
談
会
の
ご
案
内

令
和
６
年
度
軽
自
動
車
税

種
別
割
の
減
免
申
請
に
つ
い
て

　
軽
自
動
車
（
三
輪
・
四
輪
）
は
、
車

検
の
際
に
納
付
証
明
書
の
提
出
が
原
則

不
要
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
「
継

続
検
査
用
納
付
証
明
書
」
は
発
行
し
ま

せ
ん
。

　
二
輪
の
小
型
自
動
車
（
２
５
０
ｃ
ｃ

超
）
は
、
引
き
続
き
車
検
の
際
に
納
付

証
明
書
の
提
出
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、

口
座
振
替
で
の
納
付
が
確
認
で
き
た
方

へ
、
６
月
中
に
「
継
続
検
査
用
納
付
証

明
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
口
座
振
替
日
（
５
月
31
日
）

か
ら
１
週
間
以
内
に
納
付
証
明
書
が
必

要
な
場
合
は
、
納
付
情
報
が
確
認
で
き

る
ま
で
に
１
週
間
程
度
の
期
間
が
か
か

る
た
め
に
、
次
の
書
類
を
確
認
し
た
う

え
で
、
税
務
課
窓
口
で
発
行
し
ま
す
。

▼
必
要
書
類　
引
き
落
と
し
口
座
の
通

帳
（
原
本
）、
該
当
車
両
の
車
検
証

▼
問
合
せ　
税
務
課
庶
務
諸
税
係

　
☎
72‐

６
９
３
６

軽
自
動
車
税(

種
別
割)

を

口
座
振
替
で

納
め
て
い
る
方
へ
お
知
ら
せ


